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～消費税軽減税率制度の概要と複数税率対応レジ導入補助金について～ 

 平成３１年１０月１日より軽減税率制度が実施されます。 

 今回の改正では複数税率が適用され、外食は税率１０％、テイクアウトは

税率８％、購入したものをイートインスペースで食事をすれば１０％と非常

に複雑になっています。 

 また、複数税率に対応したレジの導入・改修支援のための補助金が活用で

きる場合があります。 

 軽減税率制度実施前の準備として、ぜひご参加ください。 

開催日：平成３０年１１月２７日（火） 

    午後２時００分～４時００分 

会 場：松本市波田商工会館 会議室 

講 師：松本税務署上席国税調査官 

    長野県商工会連合会上席専門経営支援員 


